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特許法の関連条文 

 

 

（特許法） 

第六十七条  特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。  

２  特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的と

する法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等から

みて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるもの

を受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間

があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。 

 

 

第六十七条の二  特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に

掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 

一  出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

二  特許番号 

三  延長を求める期間（五年以下の期間に限る。） 

四  前条第二項の政令で定める処分の内容 

２  前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資

料を添付しなければならない。 

３  特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第二項の政令で定める処分を受

けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定

する特許権の存続期間の満了後は、することができない。 

４  特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許

権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 

５  特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長された

ものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特

許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。 

６  特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事

項並びにその出願の番号及び年月日を特許公報に掲載しなければならない。 

 

 

第六十七条の三  審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の

いずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなけれ

ばならない。  
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一  その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けること

が必要であつたとは認められないとき。  

二  その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を

有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。  

三  その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間

を超えているとき。  

四  その出願をした者が当該特許権者でないとき。  

五  その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。  

２  審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見し

ないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。  

３  特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特

許権の存続期間を延長した旨の登録をする。 

４  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければなら

ない。 

一  特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所 

二  特許番号 

三  特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日 

四  延長登録の年月日 

五  延長の期間 

六  第六十七条第二項の政令で定める処分の内容 

 

 

第六十八条の二  特許権の存続期間が延長された場合（第六十七条の二第五項の

規定により延長されたものとみなされた場合を含む。）の当該特許権の効力は、そ

の延長登録の理由となつた第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となつ

た物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合に

あつては、当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の

行為には、及ばない。 

 

 

（特許法施行令） 

第三条  特許法第六十七条第二項の政令で定める処分は、次のとおりとする。  

一  農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第二条第一項の登録（同条第

五項の再登録を除く。）、同法第六条の二第一項（同法第十五条の二第六項にお

いて準用する場合を含む。）の変更の登録及び同法第十五条の二第一項の登録

（同条第六項において準用する同法第二条第五項の再登録を除く。） 
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二  薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第十四条第一項に規定する医薬

品に係る同項の承認、同条第九項（同法第十九条の二第五項において準用する

場合を含む。）の承認及び同法第十九条の二第一項の承認並びに同法第二十

三条の二第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第四

項の認証 

 

 

第四条  特許法第六十七条の二第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただ

し、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができ

ない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がな

くなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）を経過する日までの期間（当該期

間が九月を超えるときは、九月）とする。 

 


